
今
定
例
会
に
お
い
て
『
大
村
市
総
合
計
画
（
基
本
構
想
）』
が
議
会
に
提
案
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
『
総
合
計
画
』
は
、
市
が
行
う
事
業
の
根
幹
に
な
る
も
の
で
、
前
回
の
『
総

合
計
画
』
は
平
成
８
年
度
に
制
定
し
平
成
17
年
度
を
目
標
年
次
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
引
き
続
き
、
平
成
18
年
度
を
初
年
度
と
し
、
平
成
27
年
度
を
目
標
年
次
と
し

て
10
年
間
の
計
画
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
目
標
年
次
の
推
定
人
口
は
９
万
２

千
人
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
総
合
計
画
は
３
つ
の
基
本
目
標
、
８
つ
の
プ
ラ
ン
、
24
の
政
策
で
計
画
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
市
の
市
域
を
「
都
市
ゾ
ー
ン
」、「
田
園
住
宅
ゾ
ー
ン
」、「
森
林
ゾ
ー
ン
」

に
区
分
し
、
地
域
性
を
活
か
し
た
土
地
利
用
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
計
画
は
重
要
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
特
別
委
員
会
を

設
置
し
、
３
月
定
例
会
ま
で
閉
会
中
の
継
続
審
査
を
行
い
ま
す
。

特
別
委
員
会
は
次
の
12
名
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

馬
場
重
雄
委
員
長
　
　
　
丸
谷
捷
治
委
員
　
　
　
松
崎
鈴
子
委
員

田
中
秀
和
副
委
員
長
　
　
小
林
世
治
委
員
　
　
　
田
中
　
守
委
員

村
上
秀
明
委
員
　
　
　
　
里
脇
清
隆
委
員
　
　
　
　
　
政
和
委
員

大
崎
敏
明
委
員
　
　
　
　
宮
本
武
昭
委
員
　
　
　
岩
永
光
功
委
員

（
経
過
）

平
成
17
年
９
月
22
日
、
市
民
（
１
３

２
人
）
か
ら
一
人
の
市
議
会
議
員
を
対

象
と
し
て
、「
平
成
17
年
３
月
14
日
の

農
地
転
用
の
申
請
に
あ
た
り
、
農
業
委

員
会
委
員
と
し
て
の
職
務
を
逸
脱
し
、

当
該
申
請
に
便
宜
を
図
っ
た
と
し
て
、

当
該
行
為
は
、
＊
大
村
市
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
第
３
条
第
２
号
及
び
第
５

号
に
違
反
す
る
。
ま
た
、
平
成
17
年
７

月
22
日
当
該
用
地
に
建
設
予
定
の
ア
パ

ー
ト
の
建
設
反
対
の
看
板
が
設
置
さ
れ

て
い
た
隣
接
農
地
所
有
者
に
対
し
、
看

板
設
置
に
つ
い
て
非
難
の
電
話
を
か
け

た
と
し
て
、
当
該
行
為
は
、
同
条
例
第

３
条
第
２
号
に
違
反
す
る
。」
と
し
て
、

同
条
例
に
基
づ
き
、
議
長
に
調
査
請
求

が
あ
り
、
議
長
が
大
村
市
政
治
倫
理
審

査
会
に
調
査
を
求
め
て
い
た
も
の
で
、

平
成
17
年
12
月
13
日
同
審
査
会
の
調
査

報
告
書
が
市
長
を
経
由
し
て
議
長
に
送

付
さ
れ
ま
し
た
。

（
調
査
報
告
書
の
主
な
内
容
）

同
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
調
査
請

求
が
同
条
例
第
３
条
第
２
号
及
び
第
５

号
に
違
反
す
る
と
の
主
張
に
理
由
が
な

い
と
の
結
論
を
得
た
と
い
う
も
の
で
し

た
。そ

の
主
な
内
容
は
、
ま
ず
、
対
象
議

員
の
行
為
が
、
大
村
市
議
会
議
員
政
治

倫
理
条
例
の
施
行
日
で
あ
る
平
成
17
年

４
月
１
日
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同

条
例
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
条
例

の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
調
査
の
対
象
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
条
例
施
行
日
以
後
の
行
為
で

あ
る
Ｂ
氏
へ
の
電
話
で
の
発
言
行
為
に

つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
同
条
例
第
３
条

第
２
号
の
規
定
に
該
当
せ
ず
請
求
に
理

由
が
な
い
も
の
と
の
結
論
付
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
仮
に
第
５
号
違
反
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
発
言
の
み
を
と
ら
え

て
法
令
等
に
抵
触
す
る
行
為
で
あ
る
と

す
る
根
拠
に
も
乏
し
く
、
加
え
て
社
会

通
念
に
照
ら
し
て
も
、
議
員
の
品
位
と

名
誉
を
損
な
う
行
為
と
ま
で
は
言
え
な

い
と
い
う
も
の
で
し
た
。

＊
大
村
市
政
治
倫
理
条
例
第
３
条
第
２

号
及
び
第
５
号
抜
粋

第
２
号
　
市
及
び
市
が
出
資
そ
の
他
財

政
的
援
助
等
を
与
え
て
い
る
法
人
の
う

ち
議
長
が
定
め
る
も
の
が
行
う
許
可
、

認
可
又
は
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
関

し
、
特
定
の
企
業
、
団
体
等
に
つ
い
て

有
利
又
は
不
利
な
取
計
ら
い
を
し
な
い

こ
と
。

第
５
号
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
議
員
の
品
位
と
名
誉
を
損
な
う
よ

う
な
一
切
の
行
為
を
慎
み
、
そ
の
職
務

に
関
し
不
正
の
疑
惑
を
持
た
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

広
瀬 

基本目標

人
、
自
然
、
都
市
が
健
康
な
ま
ち

〜
暮
ら
し
や
す
さ
を
実
感
で
き
る
地
域
へ
〜

人
、
文
化
、
産
業
で
未
来
へ
羽
ば
た
く
ま
ち

〜
希
望
と
力
強
さ
を
実
感
で
き
る
地
域
へ
〜

市
民
と
共
に
成
長
す
る
ま
ち

〜
信
頼
と
自
信
に
満
ち
た
地
域
協
働
体
へ
〜

大
村
市
基
本
構
想
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た

市
民
か
ら
の
調
査
請
求
に
基
づ
く

政
治
倫
理
審
査
会
で
の
調
査
結
果
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